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[用 語 集] 
 

質問状の中で使用されている用語の定義は、以下のとおり。なお、本定義は、質問

状への回答を行うことを目的としてのみ用いられる。 

 

１．関連企業 

関連企業とは、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合をいう。 

(1) 一方が他方を直接又は間接に支配している場合 

(2) 両者が同一の第三者によって直接又は間接に支配されている場合 

(3) 両者が共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合 

上記において、「支配」とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。 

① 一方が他方の議決権に係る株式の２０％以上を保有している場合 

② 一方が他方の議決権に係る株式の５％以上を保有し、その事情が両者間の取引

価格に相当程度の影響を及ぼしていると認められる場合 

③ 一方が他方に取締役その他の役員を派遣しているか、又は、これと同等の関係

を有しており、これらの事情が両者間の取引価格に相当程度の影響を及ぼして

いると認められる場合 

 

２．非関連企業 

非関連企業とは、上記１．の関連企業に該当しない企業をいう。 

 

３．調査対象貨物 

調査対象貨物とは、【調査対象国】産【品名】で、商品の名称及び分類について

の統一システム（ＨＳ）の品目表第【番号】（日本の輸入統計品目番号：【番号】）

に分類される【品名】のうち、【貨物についての説明】であって、日本市場向けに

輸出されたものをいう。 

 

４．同種の貨物 

同種の貨物とは、調査対象貨物と全ての点で同じである貨物又は、そのような貨物が

ない場合には、全ての点で同じではないが調査対象貨物と極めて類似した性質を有する

他の貨物をいう。 

 

５．親会社・子会社 

親会社とは、他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している会社をいい、子

会社とは、当該他の会社をいう。親会社及び子会社がその合計として、又は子会社

が単独で、他の会社の議決権の過半数を実質的に保有している場合には、当該他の

会社も、その親会社の子会社とみなす。 
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６．正常価格 

正常価格とは、 

(1) 供給国における消費に向けられる同種の貨物の通常の商取引における価

格、又は 

(2) その他これに準ずる以下の価格をいう。 

① 第三国向け販売（８．参照）価格（調査対象貨物の供給国から日本以外

の国に輸出される同種の貨物の輸出のための販売価格）、又は 

② 構成価格（９．参照） 

ただし、(2)は(1)の価格がない場合又は当該供給国の市場が特殊な状況にある

ため若しくは当該供給国における同種の貨物の販売量が少ないため(1)の価格を

用いることが適当でないと認められる場合に限り、正常価格として用いることが

できる。 

 

７．輸出価格 

調査対象貨物を非関連企業である本邦の購入者に対して販売した価格、又は、非

関連企業である本邦の購入者に対する販売と同一条件で当該貨物を関連企業であ

る本邦の購入者に対して販売した価格をいう。 

 

８．第三国向け販売 

第三国向け販売とは、同種の貨物の供給国の国内市場向け販売及び日本市場向け

販売以外の販売をいう。 

 

９．構成価格 

構成価格とは、調査対象貨物の生産費に当該貨物の原産国で生産された同種の貨

物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格を

いう。 

 

10．割戻し 

割戻しとは、調査対象貨物又は同種の貨物の対価支払を請求された後又は対価支

払後に販売者から還付される、現金、クレジットその他の価値をいい、販売者によ

る金銭の提供、返品の特典、現在若しくは将来の購入に対する値引き、約束手形、

信用供与、無償サンプルの供与又は無料商品若しくは無償サービスの提供が含まれ

る。 

一般的に、販売者と購入者は当該購入者が割戻しを受けるために履行すべき諸条

件を設定した上で、販売単価に対する率又は一取引（一つの契約期間において、複

数の相手先が存在する場合の個々の取引）単位当たりの額により割戻しの額を定め

る。調査対象貨物以外の貨物の無料若しくは割引による提供、広告料割引又はその
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他の調査対象貨物の販売促進のための援助も、割戻しとして含まれる。 

 

11．割引 

割引とは、取引時又はそれ以前に、購入者が一定の条件を満たすことによって販

売者から購入価格の引下げを受けることをいい、購入量のような数量を条件とする

ものと、早期の支払いのような数量以外の尺度を条件とするものが含まれる。 

 

12．販売日 

販売日とは、販売用インボイスの発行日をいう。 

なお、契約等の後に販売条件が変更されることがあり、調査対象貨物又は同種の

貨物の販売日後に実際に価格等の条件が変更された場合も、割戻し又は割引のいず

れかに含まれる。 

 

13．輸入日 

輸入日とは、輸入者又はその代理人（通関業者を含む）が調査対象貨物を輸入す

るために日本の税関に輸入申告し、許可された日をいう。 

 

14．販売企業 

販売企業とは、他社が製造した調査対象貨物又は同種の貨物を購入し、第三者に

対して販売する企業をいう。 


